
の
請
求
を
受
理
し
た
上
で
、

適
正
な
方
法
で
監
査
を
行
い
、

結
果
と
し
て
、
本
請
求
に
は

理
由
が
な
い
も
の
と
し
て
、

「
請
求
棄
却
」
の
決
定
を
し

た
。

　

請
求
人
は
、
30
日
以
内
に

住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
が
、
行
わ
れ

な
か
っ
た
。

　
去
る
９
月
に
開
催
さ
れ
た

定
例
議
会
の
一
般
質
問
で
、

当
時
の
質
問
者
は
、「
元
気

な
家
族
農
園
事
業
」
に
触
れ
、

加
計
学
園
問
題
に
類
似
す
る

事
件
と
し
て
発
言
し
、
疑
念

が
提
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、

行
政
へ
の
不
信
の
み
な
ら
ず
、

監
査
員
と
議
会
に
対
す
る
信

頼
性
を
損
な
う
も
の
と
な
る
。

　
ま
た
、
土
地
の
貸
与
を
承

諾
し
た
地
主
さ
ん
へ
の
名
誉

棄
損
に
も
あ
た
る
。

　
町
民
の
方
々
に
正
確
な
事

実
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

質
問
す
る
。

　
　
事
業
の
必
要
性
。

　
　
「
第
５
次 

阿
久
比
町
総

合
計
画
」
に
位
置
付
け
ら
れ

た
事
業
で
あ
り
、「
阿
久
比 

プ
レ
イ 

ガ
ー
デ
ン 

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
定
住

促
進
を
図
る
施
策
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　
　

場
所
の
選
定
理
由
。

　
　

利
用
者
の
利
便
性
な
ど

を
考
慮
し
、
当
事
業
に
最
も

適
し
た
土
地
を
選
定
し
た
。

　
　
土
地
賃
借
契
約
の
適
正

性
。

　
　

借
地
料
は
、
当
土
地
の

水
稲
収
穫
量
と
米
価
お
よ
び

本
町
が
契
約
し
て
い
る
近
隣

の
土
地
借
地
料
を
参
考
に
算

出
し
た
。

　
　
「
住
民
監
査
請
求
」
の

取
り
扱
い
。

　
　

当
該
す
る
住
民
監
査
請

求
は
、
平
成
28
年
12
月
に
提

出
さ
れ
、「
元
気
な
家
族
農

園
事
業
」
の
土
地
選
定
の
不

当
性
と
、
賃
借
料
が
高
額
で

あ
る
こ
と
に
対
す
る
是
正
措

置
を
求
め
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

監
査
委
員
と
し
て
は
、
こ

「元気な家族農園事業」の検証
「住民監査請求」棄却

問答

問答

問答問答

三留　　享  議員
(親和会)

《究極の食育を農業体験で》
ただ育てるのではなく、収穫する喜び、その場で調理して食べる喜びも、
親子いっしょにテーブルで味わえる。

★この農園は、初めて農作物を作る方が困らない
ように“講習会”を行うなど、手軽に農地を利用
し、農作物を作りながら養われていく人間関係
を通して、「家族のふれあい」の機会を大切に
している。
★「元気な農園」に隣接する“ふれあいの森 ディ
キャンプ場”を利用して、取れたての野菜と
いっしょにBBQがでる。
★1区画27.5㎡で、賃料は年間6,000円。
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